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国勢調査 
 

７．人口集中地区 
 

（１）設定の趣旨及び経緯 

 人口集中地区は，統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものであり、次のような経緯から、昭和 35 年国勢調

査以来各回の調査毎に設定されているものである。 

 国勢調査の結果は、主として都道府県及び市区町村という行政地域を単位として集計・利用されており、このうち、市及び区はまと

めて市部として、町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農村的地域を表すものとして慣用されていた。しかし、昭和 28 年

の町村合併促進法及び昭和 31年の新市町村建設促進法により、多くの町村が新たに市制を施行し、又は既存市に合併されるに至って、

市部の地域内に、農村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになった。この結果、市部の地域は、その面積が著しく広大となった

反面、人口密度は低下し、統計上、「都市的地域」としての特質を必ずしも明瞭に表さなくなり、統計の利用に不便が生じてきた。 

 そこで昭和 35 年国勢調査の際に、この「都市的地域」の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位として「人口集中地区」を市

区町村の境域内に設定し、これらの人口集中地区についても国勢調査結果を集計することとした。これによって、都市的地域の人口の

実態を明らかにする統計資料が提供され、地方交付税算定基準の一つとして利用されているほか、都市計画その他各種行政施策、学術

研究及び民間の市場調査などに広く利用されている。 

 

（２）設定の基準 

 人口集中地区の設定にあたっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区（以下「基本単位区等」

という。）を基礎単位として、１）原則として人口密度が１平方キロメートル当たり 4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域内

で互いに隣接して、２）それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。 

  

 
 

人口集中地区人口・面積及び人口密度 
（単位：人・％・㎢）                           （各年１０月１日） 

年 人口集中 

地区人口 

人口増減 面積 人口密度 

（１㎢当たり） 実数 率 

昭和４０年 

  ４５ 

  ５０ 

  ５５ 

  ６０ 

 

平成 ２年 

   ７ 

  １２ 

  １７ 

  ２２ 

  ２７ 

令和 ２年 

６，８３１ 

８，９４５ 

１０，８２０ 

１１，１５７ 

１３，７４２ 

 

１６，８１３ 

１８，７０２ 

１７，４６４ 

２２，２５８ 

２２，６３９ 

２２，７８２ 

２３，６６３ 

－ 

２，１１４ 

１，８７５ 

３３７ 

２，５８５ 

 

３，０７１ 

１，８８９ 

△１，２３８ 

４，７９４ 

３８１ 

１４３ 

８８１ 

－ 

３０．９ 

２１．０ 

３．１ 

２３．２ 

 

２２．３ 

１１．２ 

△６．６ 

２７．５ 

１．７ 

０．６ 

３．８ 

０．６ 

１．４ 

２．７ 

３．０ 

３．６ 

 

４．４ 

４．８ 

３．６ 

４．６ 

４．９ 

４．９ 

５．４ 

１１，３８５．０ 

６，３８９．０ 

４，００７．４ 

３，７１９．０ 

３，８１７．２ 

 

３，８２１．１ 

３，９３７．３ 

４，９１９．４ 

４，８１７．７ 

４，６６７．８ 

４，６６８．４ 

４，３４１．８ 

資料：総務省統計局「国勢調査」 

注.令和２年調査は，人口等基本集計結果第１―２表を使用した。 

 


